




川の恵みを享受し
豊かな暮らしを

支える

「水の都ひろしま」
の顔を次世代に

引き継ぐ

・渇水時の情報提供、情報伝達体制を整備し、関係機関
等との調整を図り、適正な水利用を推進する。

・減水による流況変化や生物等への影響をモニタリング
してデータを蓄積し、地域のニーズを踏まえて、関係機
関との調整に努める。また、河川の維持管理を行う際
には治水と環境の調和に配慮し、必要に応じて生物の
生息・生育・繁殖環境の改善に努める。

・「太田川生態工学研究会」等と連携し、干潟の機能等の検証及び必要な環境保全措置を実施する。

・地域の象徴となっている水辺景観の維持、形成に努め、秩序ある水面利用を促し、「水の都ひろしま」のシンボル
となる都市景観と調和した河川景観を保全する。

・現状の良好な水質を保持する。

＜河川景観等の保全の事例＞

治水と環境
の調和

◆川の営みを活かした持続可能
な河道管理手法の確立

・「治水と環境の調和」を図ること
が可能な河道掘削と樹木伐採
の適切な組み合わせ手法を確
立するため、高瀬堰下流から安
佐大橋までをフィールドとし、試
行的取組・重点的なモニタリング
等を実施する。

河道内樹木の変化

◎11K

◎12K樹木群

河道内の樹林化進行

樹木群

樹木群

平成12年

12K◎
11K
◎

太田川

昭和46年

◎11
K

河道内の樹木群が少ない

◎12
K

12K◎
11K
◎

太田川

事業実施前 事業実施後

築堤を行う際、広島市指定天然記念物の筒瀬八幡神社の社叢に配慮した施行を実施

「太田川生態工学研究会」で実
施されている干潟再生試験で造
成された干潟

＜干潟機能の検証の事例＞
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太田川水系河川整備計画太田川水系河川整備計画((国管理区間国管理区間))の策定までの経緯の策定までの経緯

策定までの経緯
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■広島県知事からのご意見

太田川水系では平成19年3月に長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を定める「太田川

水系河川整備基本方針」が策定されています。これに基づき、太田川水系の国が管理する区間に

おいて、段階的な河川整備を行うための計画として「太田川水系河川整備計画(国管理区間)」(以

下、本計画)を平成23年５月16日に策定しました。

本計画を策定するにあたっては、太田川水系に関わりが深く専門的知識をお持ちの学識経験者

や専門家で構成される「太田川河川整備懇談会」からご意見を頂くとともに、地域にお住まいの

みなさんからご意見を頂きながら進めてきました。

■各分野の学識者や専門家からのご意見
・平成19年7月～平成23年2月 第1～9回「太田川河川整備懇談会」開催

■地域のみなさんからのご意見
・平成19年7月～平成22年12月 アンケート、住民意見発表会、住民意見を聴く会、原案への意見募集

各分野の学識経験者からの意見聴取

別添１

地域のみなさんからの意見聴取

■太田川河川整備懇談会 太田川河川整備懇談会 委員名簿

学識経験者による懇談会を整備計画策定までに9回
開催し、専門分野について意見を伺いました。

アンケートや住民意見を聴く会などにより総数で3,000件を超
えるご意見を頂きました。
主な内容としては、治水事業の推進、自然環境の保全、大規模
構造物の老朽化対策の実施といった意見の他に、山の保全・管
理が必要など流域一体での河川管理に関する意見を頂いており
ます。

氏　　名 職　　名 専門分野

大井　健次 広島市立大学　芸術学部　教授 景観

河合　幸一郎 広島大学大学院　生物圏科学研究科　准教授 動物

 河原　能久 広島大学大学院　工学研究科　教授 河川

関　太郎 広島大学　名誉教授 文化財

高杉　千賀子 北広島町立豊平東小学校　校長 環境学習

中越　信和 広島大学大学院　国際協力研究科　教授 森林

永井　明博 岡山大学大学院　環境学研究科　教授 農業水利

日比野　政彦 日本野鳥の会　広島県支部 鳥類

 福岡  捷二 中央大学　研究開発機構　教授 河川

福田　由美子 広島工業大学　工学部　教授 建築・都市計画

堀内　日出夫 中国経済連合会　顧問 経済

村上　恭祥 元広島県水産試験場　場長 漁業
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河川整備の基本理念および対象区間・期間

■太田川水系河川整備計画(国管理区間)の対象区間

太田川水系河川整備計画太田川水系河川整備計画((国管理区間国管理区間))の概要の概要

今後概ね３０年間対象期間

太田川水系の国が管理する区間（下図参照）対象区間

■安全・安心な暮らしを守る■安全・安心な暮らしを守る
河川整備基本方針で定めた目標に向け、整備計画期間内で実現可能な段階的な河川整備を
実施し、人々の安全・安心な暮らしを守ります。

■川の恵みを享受し豊かな暮らしを支える■川の恵みを享受し豊かな暮らしを支える
太田川が人々に末永く水の恵みをもたらすよう、これからも都市用水の安定供給や良好な
水質の維持に努めます。
さらに、様々な活動の場としてこれからも多くの人々が川を安全に利用できるよう日々
河川を管理するとともに、地域の産業にも着目し、川を軸とした様々な関係者との連携を
深め、豊かな暮らしを支えます。

■「水の都ひろしま」の顔を次世代に引き継ぐ■「水の都ひろしま」の顔を次世代に引き継ぐ
太田川には、深い緑に包まれた上流部から干潟が拡がる河口まで、多様な自然環境が
残っています。また、中流部では太田川の河床に堆積した玉石を利用した石垣が数多く
見られ地域特有の景観を有しています。さらに、広島の街は、市街地面積に占める水面
の比率が全国屈指の高さであることから「水の都」とも呼ばれ、水辺に賑わいを取り
戻そうと様々な試みが行われています。
このような、太田川を軸に形成された自然、歴史、文化を保全し、次の世代に引き継ぎま
す。

基本理念

別添２
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減

太田川水系河川整備計画太田川水系河川整備計画((国管理区間国管理区間))の概要の概要

目 標

■安全・安心な暮らしを守る■安全・安心な暮らしを守る
河川整備基本方針に定めた目標を達成するには多大な時間を要することから、上下流・本支川バランス等を踏

まえつつ、段階的かつ着実な河川整備を実施することで、洪水・高潮等による災害の発生の防止及び軽減を図る
ことを目標とします。
本計画に定めた河川整備等の実施後には、洪水に対しては、戦後最大の平成17年9月規模の洪水が発生した

場合でも、下流デルタ域及び下流部では浸水被害の防止が図られるとともに、中流部では浸水被害の軽減が図ら
れます。支川では、戦後最大洪水（三篠川：昭和47年7月洪水、根谷川：平成18年9月洪水、古川：昭和20年9月洪

水）が再び発生した場合でも、浸水被害の防止又は軽減が図られます。
高潮に対しては、下流デルタ域では、伊勢湾台風規模の台風が台風期の朔望平均満潮時に広島湾に最も危険

なコース（昭和26年10月ルース台風）を通過した場合でも、越水による浸水被害（越波による浸水被害は除く）の防

止が図られます。
大芝水門及び祗園水門における洪水の分派については、計画規模の洪水ピーク流量や計画高水位と同等の水

位となる洪水が発生した場合においても、太田川放水路及び市内派川へ計画どおりの分派比で洪水を安全に流
下させ広島中心市街地における甚大な浸水被害の防止が図られます。

■整備手順の考え方

整備手順

堤防整備、河道掘削根谷川

検討、改築大芝・祗園水門

堤防整備、河道掘削、

輪中堤整備、宅地嵩上げ
中流部

堤防整備、河道掘削下流部

下流デルタ域

堤防整備、河道掘削三篠川

堤防整備古川

堤防整備、高潮堤防整備、

河道掘削

太
田
川

河川整備計画期間主な整備内容整備箇所

堤防整備、河道掘削根谷川

検討、改築大芝・祗園水門

堤防整備、河道掘削、

輪中堤整備、宅地嵩上げ
中流部

堤防整備、河道掘削下流部

下流デルタ域

堤防整備、河道掘削三篠川

堤防整備古川

堤防整備、高潮堤防整備、

河道掘削

太
田
川

河川整備計画期間主な整備内容整備箇所

(1)(1)下流デルタ域の堤防の整備（近年災害の再度災害防止）下流デルタ域の堤防の整備（近年災害の再度災害防止）
高潮堤防の整備は、他機関が実施する高潮堤防の整備と事業進捗の調整を図りつつ、再度災害防止を目的

とした堤防高T.P.+3.4mまでの高潮堤防の整備を早期に実施します。その後、計画高潮位T.P.+4.4mに対して
堤防高が不足する箇所において計画高潮位までの高潮堤防の整備を実施します。

(2)(2)中流部の床上浸水対策（近年災害の再度災害防止）中流部の床上浸水対策（近年災害の再度災害防止）
中流部の治水対策の実施にあたっては、下流部への流量負荷量の増大を軽減するため、輪中堤や宅地嵩上

げ等、周辺の土地利用状況に応じた治水対策を早期に実施します。
(3)(3)支川根谷川の河道整備（支川の上下流の治水バランスの早期確保）支川根谷川の河道整備（支川の上下流の治水バランスの早期確保）

支川根谷川は上流の県管理区間で河川整備が進んでいることから、支川の上下流の治水バランスを考慮し、
早期に河川整備を実施します。また、河道掘削により発生した土砂は、高潮堤防工事等と工程調整を図るこ
とで有効活用に努めます。

(4)(4)支川古川の河道整備支川古川の河道整備
支川古川の堤防整備は、支川根谷川等からの河道掘削の残土を工程調整を図ることで有効活用に努めます。

(5)(5)大芝水門及び祗園水門の改築大芝水門及び祗園水門の改築
平成17年9月洪水の水理現象等を踏まえ、早期に水門の構造・操作方法等を含め必要な検討を行い、その

後、下流デルタ域の河道整備の進捗状況（上下流の治水バランス）を考慮し改築に着手します。
(6)(6)下流部の河道整備下流部の河道整備

下流部における、流下能力向上に関する整備は、下流デルタ域の河道整備の進捗状況（上下流の治水バラ
ンス）を考慮し河川整備に着手します。

(7)(7)支川三篠川の河道整備支川三篠川の河道整備
支川三篠川における、流下能力向上に関する整備は、太田川本川の河道整備の進捗状況（本支川の治水バ

ランス）を考慮し整備に着手します。

目標達成に向け、事業進捗状況（事業間の工程調整）、事業効果の早期発現（一連区間の早期効果発現）、
上下流や本支川の治水バランス、過去の被災状況等を踏まえ、以下の事項に配慮して河川整備を実施します。
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減

太田川水系河川整備計画太田川水系河川整備計画((国管理区間国管理区間))の概要の概要

整備等
の内容

太田川下流デルタ域：堤防整備、河道掘削、大芝・祗園水門改築、高潮堤防整備、耐震対策、
緊急用河川敷道路整備

太田川下流部：堤防整備、河道掘削、堤防の浸透対策、内水はん濫対策
太田川中流部：堤防整備、輪中堤整備、宅地嵩上げ、河道掘削、橋架替
支川：堤防整備、河道掘削、堰改築、橋架替、堤防浸透対策

■太田川中流部

■太田川下流デルタ域、下流部、支川

191

191

261

433

186

186

191

広島北
IC

広島北
JCT

戸河内
IC

433

水内川

太田川中流部

堤防整備

輪中堤
宅地嵩上げ整備

堤防整備

輪中堤整備

輪中堤
宅地嵩上げ整備

輪中堤
宅地嵩上げ整備

輪中堤
宅地嵩上げ整備

輪中堤整備

輪中堤整備

【整備メニュー】

河道掘削

堤防整備

河道掘削

輪中堤整備

河道掘削

【整備メニュー】

河道掘削

堤防整備（高潮堤防含む）

堤防の浸透対策

耐震対策

緊急用河川敷道路整備

内水はん濫対策

大芝・祗園水門改築

旧
太
田
川

太
田
川

天
満
川

元
安

川

太
田
川
→

太田川中流部

天満川：堤防整備

元安川：堤防整備

旧太田川：堤防整備

太田川：堤防の浸透対策

太田川：堤防整備 三篠川：堤防整備等

根谷川：堤防整備

古川：堤防整備

根谷川：河道掘削

太田川：河道掘削

天満川：河道掘削

太田川：堤防整備

大芝・祗園水門改築

矢口川：内水はん濫対策

太田川：耐震対策 旧太田川：耐震対策

元安川：耐震対策

太田川：堤防の浸透対策

古川：堤防の浸透対策

三篠川：堤防整備

三篠川：河道掘削

三篠川：堤防の浸透対策

天満川：耐震対策

太田川：緊急用河川敷道路整備
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河川管理用通路・護岸を整備する箇所の位置

アンダーパスを整備する箇所の位置

河川管理用通路・護岸

（上殿地先）

アンダーパス整備

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

太田川水系河川整備計画太田川水系河川整備計画((国管理区間国管理区間))の概要の概要

目 標

水道用水、工業用水、農業用水の取水など利水の現況、動植物の保護、漁業、景観、流水の清潔の
保持に支障が生じないよう、渇水時の情報提供、情報伝達体制を整備するとともに、関係機関等との
調整を図り、適正な水利用を推進します。また、発電等によって減水区間が発生している中流部にお
いては、流況への影響把握に努めます。

整備等
の内容

・合理的な水利用の促進を図るなど、関係機関と連携して必要流量の確保
・渇水時における情報共有・迅速な対応が図られる体制の確保、節水や水利用の調整、

必要に応じ河川環境への影響把握のための調査の実施
・中流部の減水区間における、減水による流況変化や水質への影響のモニタリング、データの蓄積、
地域ニーズを踏まえた関係機関との調整、生物の生息・生育・繁殖環境のモニタリング、
必要に応じて生物の生息・生育・繁殖環境の改善

河川環境の整備と保全

目 標

自然環境：中・下流部は、太田川の多様な自然環境に配慮しながら、生物の生息・生育・繁殖場所の
保全に努めます。下流デルタ域については、太田川の多様な河川環境を十分に把握できる評価
指標の確立に向け、生態学の専門家等と協働し、調査検討を行うとともに、河川改修や護岸工
事等においては、多様な生物の生息環境となっている干潟や砂質河床の保全に努めます。さら
に、広島湾の恵みを支える太田川の役割を再認識し、関係機関や地域住民の方々と連携しなが
ら流域の物質循環の調査・把握に努めます。また、自然環境に対しては、市民等と連携したモ
ニタリングを実施し、日頃からの保全に努めます。

河川空間の利活用：身近に水を感じることができ、安心して安全に利用できる河川空間を地域と一体
となって維持できるよう努めます。さらに、下流デルタ域の水辺においては、「水の都ひろし
ま」構想に基づき、市民、関係機関の協力のもと都市部の個性と魅力のある水辺の創出、賑わ
いのある水辺の創出を目指します。また「泳げ遊べる川づくり」を目標に、水辺環境の改善を
図るとともに、人と川の関係の再構築に努めます 。

景観：地域の特徴を踏まえ「個性と魅力ある風景づくり」を念頭に、地域の象徴となっている水辺景
観の維持、形成に努めるとともに、秩序ある水面利用を促し、「水の都ひろしま」のシンボル
となる都市景観と調和した河川景観の保全に努めます。

水質：関係機関、地域住民の方々等との連携、調整を図り、現状の良好な水質の保持に引き続き努め
ます。

整備等
の内容

「太田川生態工学研究会」において実施されて
いる干潟再生試験で造成された干潟の状況

底質改善を実施する箇所及び河川管理用通路・護岸を整備する
箇所の位置

底質改善

（元安川）

底質改善

（旧太田川）

底質改善

（天満川）

河川管理用通路・護岸

（旧太田川、元安川）

自然環境の保全：
・「太田川生態工学研究会」等との連携による、干潟の機能等の検証及び必要な環境保全措置の実施
水辺環境の改善：
・市内派川における、安全に安心して水辺利用出来るための底質の改善
河川空間の安全で適正な利用
・河川管理通路や護岸、アンダーパスの整備

太田川生態工学研究会による干潟保全の
検討イメージ
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詳細については、ホームページより整備計画本文をご覧ください。

維持管理

太田川水系河川整備計画太田川水系河川整備計画((国管理区間国管理区間))の概要の概要

太田川水系の河川特性を十分踏まえ、

維持管理の目標や実施内容を設定し

た維持管理に関する計画（河川維持管

理計画）を作成するとともに、河川の状

態の変化の監視、評価、評価結果に基

づく改善策を「サイクル型維持管理体

系」の一連の体系として構築し、効率

的・効果的に対策を実施します。

太田川水系の河川の維持管理については、太田川水系の有する治水、利水、環境に関する多様な

機能を継続的に維持することを目的に実施しますが、太田川水系の河川の特徴を踏まえ、特に重点

的に監視し、維持管理を行う事項を (1) (1) 長期間が経過した河川管理施設の老朽化対策長期間が経過した河川管理施設の老朽化対策

(2) (2) 川の営みを活かした持続可能な河道管理手法の確立川の営みを活かした持続可能な河道管理手法の確立と定め、維持管理の重点化、効率化

を図ります。

サイクル型維持管理体系概念図

■太田川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項

(1)長期間が経過した河川管理施設の老朽化対策

長期にわたる施設の効率的・効果的な維持管理を実施するために、計画的な巡視、点検により施設
の状況を的確に把握するとともに、既存施設に対する予防的な維持補修や優先度を検討し、維持管
理費の縮減や施設の長寿命化を図る

(2)川の営みを活かした持続可能な河道管理手法の確立

周辺の自然環境との調和にも配慮しつつ、太田川における「治水と環境の調和」を図ることが可能な、
河道掘削と樹木伐開の適切な組み合わせ手法を確立するため、川の営みを活かした持続可能な河
道形状を調査・検討し、それらにより得られた知見を評価・分析し、必要な対策を検討し実施する

その他河川整備を総合的に行うために必要な事項

・関係機関等との連携

・「温井ダム水源地域ビジョン」の推進

・都市計画に関する施策との調整

・兼用道路及び河川に隣接する道路等との調整

  

状態を機動的に改善 

監視、評価結果に基づき、機動的に

河川管理施設の改善を実施し、効率
的かつ効果的な施設の機能を維持。
(実施項目事例) 

●堤防管理 
・堤防補修   

●河道管理 
・護岸補修 
・河道内樹木管理 

●施設管理(水門・樋門等施設) 
・機械施設保繕、施設更新等 

状態を常に監視 

河川は常に状態が変化するため、測
量、点検等により常に適切に監視し、

データを集積。 
(実施項目事例) 
・河川巡視、施設点検 

・縦横断測量 
・堤防等目視モニタリング 
・堤防除草 サイクル型維持管理 

監視―評価―改善 

状態の評価 

監視結果より、管理する河川の河道状
態、施設の状態を評価。 

太田川の維持管理の計画 

各河川の規模や特性に応じて、維持
管理計画を作成。重点箇所や具体的
な維持管理内容を作成 

河川カルテの作成 

調査、点検結果を河川カルテとして
記録し、データベース化。 

必要に応じて見直し 

地域社会 

地域社会

河川管理者をはじめ地域住民や地方公共団体、関係機関・団体等と、流域一体となって、より一層の連携
強化に努め、相互の情報共有を図ります。
また、今後の少子高齢化社会や社会資本ストック増大による維持管理費の増化等を見据え、それぞれの

地域特性や今後の社会情勢の変化等を踏まえ、「自助・共助・公助」の精神のもと、地域との適切な役割分
担により、太田川の総合的な河川整備・管理に努めます。

・景観等に関する施策との調整

・情報の共有化

・流域における川を中心軸とした住民意識の向上

・社会環境の変化への対応
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第十六条の二 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施
すべき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」とい
う。）を定めておかなければならない。

２ 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められてい
る地域に存する河川にあっては当該公害防止計画との調整を図って、政令で定める
ところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定めなければならない。
この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばし
ば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽
減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると
認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

４ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会
の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

５ 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定め
るところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならな
い。

６ 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。

７ 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。

参考資料参考資料

【河川法】抜粋 （河川整備計画）

中国地方整備局管内
１級水系直轄管理区間（13水系）における河川整備計画策定状況

千代川水系河川整備計画 平成19年5月16日

高津川水系河川整備計画 平成20年7月3日

芦田川水系河川整備計画 平成20年12月4日

天神川水系河川整備計画 平成22年3月5日

斐伊川水系河川整備計画 平成22年9月30日

高梁川水系河川整備計画 平成22年10月14日

太田川水系河川整備計画 平成23年5月16日
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